
商 品 分 類 ガイドライン （Ｈ１２．９．２６） 
 

分 類  商 品 名

農 産 野菜類､果実類､花･植木､観葉植物 

水 産 魚介類､塩干物 

畜 産 食肉類､肉加工品 

惣 菜 惣菜､折詰料理､揚物､弁当､おにぎり､寿司､インストアベｰカリｰ､ファｰストフｰド など 

日配食品 アイスクリｰム､豆腐､こんにゃく､納豆､練製品､佃煮､漬物､パン､菓子パン､調理パン､卵､牛乳､ヨｰグルト､チｰズ･バタｰ､乳製品､冷凍食品､氷 など 

食 
 

料 
 

品 

加工食品 
酒､砂糖､塩､酢､醤油､味噌､香辛料､調味料､食用油､乾物､米､豆類､小麦粉､和菓手､洋菓手､駄菓子､インスタントラｰメン､緑茶､紅茶､コｰヒｰ､ 

清涼飲料水､缶詰・瓶詰食品 など 

住居関連品 

日用雑貨品     (金物類､食器､各種容器､文房具類､トイレット･ティシュペｰパｰ､玩具､ゲｰム類､浴室･トイレ用品､化粧小物､スリッパ､サンダル､ 

タオル類､鞄類､書籍・雑誌類 など) 

医薬・化粧品    (医薬品､医療用品､化粧品､化粧道具､石鹸､洗濯用洗剤､シャンプｰ､リンス､育毛剤､染毛剤､殺虫･防虫剤､除湿･芳香剤 など) 

家具･インテリア  (戸棚､本箱､衣料整理箱､テｰブル､椅子､カｰペット､カｰテン､障子､毛布･布団類､クッション､D l Y・日用大工用品 など) 

家電製品       (テレビ・ラジオなどの家庭電化製品､ビデオテｰプ類､電球､懐中電灯 など) 

その他商品    (スポｰツ用品､楽器､レコｰド､CD､写真材料､時計､眼鏡､ペットフｰド･関連品､自転(動)車・付属品､燃料類､宝石･貴金属 など) 

衣 料 品 

婦人衣料      (ドレス､スｰツ､コｰト､スカｰト､ブラウス､セｰタｰ､マタニティ用品 など) 

紳士衣料     (スｰツ､ジャケット､スラックス､コー卜､シャツ・ワイシャツ､ネクタイ など) 

その他衣料    (子供服､新生児衣料､アンダｰウエア､パジャマ､ハンカチ､靴下､呉服･和服､水着､靴､草履､傘､宝石・貴金属を除く装身具 など) 

そ の 他 タバコ･ギフト販売､その他取次業 (DPE､クリｰニング､宅配便､レンタル､チケット販売 など)､テナント売上高（飲食業を除く） など 

※１  全店実績は､当月開店･閉店した店舗実績も含まれます 

※２  既存店実績は､当月開店・閉店した店舗実績を除いております 

※３  店舗面積は､｢大規模小売店舗立地法｣第２条【小売業(飲食店業を除くものとし､物品加工修理業を含む｡以下同じ)を行うための店舗の用に供される床面積】に定める総店舗面積です 

※４  パート･アルバイト数は､８時間換算した人数です 


